福祉車両の利用料金を社会福祉協議会が助成します。

車いすを使用しなければ移動が困難な方に社会参加を促し、福祉の向上を図るため、那須塩原市社会福祉協議会が福祉車両利用料金の一部を助成します。
通院・外出・旅行などにお使いいただけます。
※　令和７年10月1日以降のご利用が助成対象です。助成を受けるには、申請が必要で
す｡

助成対象　那須塩原市にお住いの身体障害者（児）、高齢者、怪我をした方等で公共機関の利用
が困難な方が、外出に伴う車いす乗降装置付きの普通乗用車及び軽自動車を利用し
たときの料金。
燃料や有料道路料、有料駐車料、キャンセル料、その他の経費は対象外です。
※団体・法人が使用する福祉車両利用料金は助成対象となりません。
また、個人でも事業に用いる場合は対象外となります。
助成額　上記利用料金について、レンタカー業者等に支払った額の２分の１を１回につき
５，０００円を限度として助成します。１００円未満の端数がある場合は切り捨てま
す。助成回数には上限があります。

＜助成までの流れ＞
〇福祉車両のご利用
料金の支払い
↓
〇助成金の申請
↓
〇社協からの承認通知
↓
〇助成金の請求
↓
〇助成金の振込


	〇レンタカー業者等、車種を選び、利用してください。
一旦利用料金の全額をレンタカー業者等にお支払い頂きます。
助成金の申請に領収書が必要となりますので、保管をお願い
します。
〇社協窓口にて、備付けの申請書で福祉車両利用料の助成を
申請してください。
※添付書類　①レンタカー業者等と締結した契約書の写し
②領収書その他経費を支出したことを確認
できる書類の写し
③利用対象者の状態を確認できる書類（身体
障害者手帳、介護保険被保険者証等）の写し
④運転者の運転免許証の写し
〇申請が適切な場合、申請者に助成を承認する決定を通知しま
す。
〇社協窓口にて助成金の請求書を提出してください。
※添付書類　助成申請結果通知書（承認）の写し
〇後日、金融機関等への振込で助成金を交付します。
※不正利用・請求があった場合は補助決定を取り消し、助成金を
返還していただきます。



＜問合せ先＞
このチラシに関するお問合わせは、那須塩原市社会福祉協議会までお願いします。
本　　所　那須塩原市南郷屋5丁目163番地　電話0287-37-5122　FAX 0287-36-8710
黒磯支所　那須塩原市桜町1番5号　　　　　電話0287-63-3868　FAX 0287-63-3518
塩原支所　那須塩原市中塩原1番地2　　　　電話0287-32-5216　FAX 0287-32-5220
